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平成２７年小野町議会定例会１２月会議 

 

議 事 日 程 （第３号） 

                          平成２７年１２月９日（水曜日）午後１時３０分開議 

日程第 １ 委員長の審査結果報告（予算審査特別委員会委員長、各部常任委員会委員長） 

日程第 ２ 委員長の報告に対する質疑 

日程第 ３ 議案第８０号 平成２７年度小野町一般会計補正予算（第５号） 

             〔討論、採決、以下日程第８まで同じ〕 

日程第 ４ 議案第８１号 平成２７年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議案第８２号 平成２７年度小野町除染対策事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第８３号 平成２７年度小野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第８４号 平成２７年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第８５号 平成２７年度小野町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第８６号 平成２６年度小野町水道事業剰余金の処分について 

             〔討論、採決〕 

日程第１０ 議案第８７号 小野町個人番号の利用に関する条例について 

             〔討論、採決、以下日程第１１まで同じ〕 

日程第１１ 議案第８８号 小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例について 

日程第１２ 議案第８９号 小野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

             〔討論、採決、以下日程第１３まで同じ〕 

日程第１３ 議案第９０号 小野町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第９３号 田村広域行政組合規約の変更について 

             〔討論、採決〕 

日程第１５ 請願・陳情の採択、不採択の決定 

日程第１６ 特別委員会委員長の中間報告 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第１６まで議事日程に同じ 

 （追 加） 

 日程第 １ 議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例について 

                〔上程、説明、質疑、討論、採決〕 

 日程第 ２ 議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書 

                〔上程、説明、質疑、討論、採決〕 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 
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     １番  会  田  明  生  君      ２番  吉  田  康  市  君 

     ３番  竹  川  里  志  君      ４番  宗  像  芳  男  君 

     ５番  田  村  弘  文  君      ６番  籠  田  良  作  君 

     ７番  宇 佐 見  留  男  君      ８番  水  野  正  廣  君 

     ９番  遠  藤  英  信  君     １０番  佐       登  君 

    １１番  久  野     峻  君     １２番  村  上  昭  正  君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 大 和 田     昭  君 副 町 長 鈴  木  慎  也  君 

教 育 長 西  牧  裕  司  君 総 務 課 長 阿  部  京  一  君 

企画政策課長 佐  藤     浩  君 税 務 課 長 藤  井  義  仁  君 

町民生活課長 
兼除染推進室長 

村  上  春  吉  君 健康福祉課長 山  名  洋  一  君 

産業振興課長 
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事 務 局 長 
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代表監査委員 先  﨑  福  夫  君   
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開議 午後 １時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村上昭正君） ただいまから、平成27年小野町議会定例会12月会議、第７日目の会議を開きます。 

  会議に入る前に、昨夜発生した小戸神字南内地内の住宅火災で、お二人のとうとい命が失われる事態となり

ました。 

  亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族に対し心よりお悔やみを申し上げます。 

  それでは、会議に入ります。 

  ただいま出席している議員は12名で定足数に達しており、会議は成立いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（村上昭正君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の審査結果報告 

○議長（村上昭正君） 日程第１、予算審査特別委員会及び各部常任委員会より、付託事件の審査結果の報告を

求めます。 

  初めに、予算審査特別委員会の報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長。８番、水野正廣委員長。 

〔予算審査特別委員会委員長 水野正廣君登壇〕 

○予算審査特別委員会委員長（水野正廣君） 予算審査特別委員会における付託事件の審査の結果並びに経過に

ついてご報告を申し上げます。 

  平成27年小野町議会定例会12月会議において予算審査特別委員会に付託された事件は、予算審査特別委員会

付託事件表のとおりであり、審査の結果と経過につきましては、お手元に配付の委員長報告のとおりでありま

す。 

  以上、申し上げまして、予算審査特別委員会の報告といたします。 

○議長（村上昭正君） 次に、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

  総務文教常任委員会委員長。９番、遠藤英信委員長。 

〔総務文教常任委員会委員長 遠藤英信君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（遠藤英信君） 平成27年小野町議会定例会12月会議において、総務文教常任委員

会に付託された事件は、各部常任委員会付託事件表及び請願・陳情文書表のとおりであり、その審査の結果と

経過について報告いたします。 
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  議案第87号 小野町個人番号の利用に関する条例について。 

  本案については、慎重審査の結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー

法が施行されたことに伴い、従来の個人情報と比べ強力な個人識別機能を有することから、個人番号の利用に

関し必要な事項を定めるものであります。 

  内容につきましては、個人番号の利用事務の範囲を限定するとともに、町の同一機関内での情報の授受を行

う際の特定個人情報の範囲等を定めるため、新たに条例を制定し平成28年１月１日から施行するものでありま

す。 

  審査に当たっては、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受けたものであります。 

  委員より、他自治体の条例制定状況について質問がありました。 

  議案第88号 小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例について。 

  本案については、慎重審査の結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、地方自治法第244条第１項の規定に基づき設置する集会施設に関する管理等について、必要な事項

を定めるものであります。 

  今般の小野山神集会所の設置に当たり、従前の本町コミュニティーセンターの管理等について規定する本町

地区コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例を廃止し、新たに条例を制定し、平成28年１月１日よ

り施行するものであります。 

  審査に当たっては、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受けたものであります。 

  委員より、行政区への管理委託や浄化槽設置について質問がありました。 

  議案第89号 小野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。 

  本案については、慎重審査の結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、マイナンバー法が施行されたことにより、特定個人情報についてこれまでの個人情報との取り扱い

を区別し、より厳格な保護措置を講ずることとされたことから、同法との整合性を図るとともに、特定個人情

報の取り扱いについて必要な事項を定めるため、所要の改正を行うもので、平成28年１月１日から施行するも

のであります。 

  また、情報提供等記録の利用制限等の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の附則に掲げる規定の施行の日から施行するものであります。 

  審査に当たっては、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受けたものであります。 

  議案第90号 小野町税条例等の一部を改正する条例について。 

  本案については、慎重審査の結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、小野

町税条例等について所要の改正を行うものであります。 

  内容につきましては、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、

国税の猶予制度の改正を行ったところでありますが、平成27年度税制改正において、地方税も国税と同様に見

直すこととなり、徴収の猶予や換価の猶予について改正を行い、平成28年４月１日より施行するものでありま
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す。 

  また、マイナンバー法が施行されたことに伴い法人番号に関する文言の改正を行い、公布の日から施行する

ものであります。 

  審査に当たっては、税務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受けたものであります。 

  議案第93号 田村広域行政組合規約の変更について。 

  本案については、慎重審査の結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  本案は、地方自治法第286条第１項の規定により、田村広域行政組合規約の一部を変更することについて、

同法第290条の規定に基づき議会の議決を求められたものであります。 

  内容につきましては、構成市町の分担金の負担金割合の一部を変更するとともに、人口割の基礎数値を直近

の国勢調査人口から、前年の10月１日現在の現住人口とするもので平成28年４月１日から施行するものであり

ます。 

  審査に当たっては、総務課長に出席を求め、議案の内容について詳細な説明を受けたものであります。 

  委員より、負担金割合の算出方法や規約の一部変更による町の負担金への影響について質問がありました。 

  次に、陳情第５号 公立小中学校の教職員数の充実・確保のための意見書の提出を求める陳情書については、

慎重審査の結果、全委員異議なく採択すべきものと決定いたしました。 

  本陳情について、学校教育は、地域社会の多様な変化に応じながら、一人ひとりの子供へのきめ細やかな対

応や、子供たちが主体となる豊かな学びの推進が求められています。 

  しかしながら、平成27年10月26日に財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が公表した教職員定数のベ

ースライン（案）によると、「現在の教職員環境を継続させながら、教職員定数を３万7,000人減らせる」と

しています。 

  子供たち一人ひとりに対応した教育を推進するため、公立小中学校の教職員数を充実・確保するよう国に対

し意見書の提出を求めるものであります。 

  審査に当たっては、教育課長に出席を求め、参考意見を聴取したものであります。 

  以上が、平成27年小野町議会定例会12月会議において、総務文教常任委員会に付託された事件の審査結果及

び経過であります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の報告に対する質疑 

○議長（村上昭正君） 日程第２、予算審査特別委員会委員長及び各部常任委員会委員長の報告に対する質疑を

行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  これで、予算審査特別委員会委員長及び各常任委員会委員長の報告に対する質疑を終わります。 
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────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８０号～議案第８５号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第３、議案第80号 平成27年度小野町一般会計補正予算（第５号）から日程第８、

議案第85号 平成27年度小野町水道事業会計補正予算（第３号）まで６議案を一括議題といたします。 

  議案に対する討論を行います。 

  議案第80号から議案第85号まで６議案を一括討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第80号から議案第85号までの討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８０号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  初めに、議案第80号 平成27年度小野町一般会計補正予算（第５号）についてお諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成する議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（村上昭正君） 起立全員であります。 

  したがって、議案第80号 平成27年度小野町一般会計補正予算（第５号）については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８１号～議案第８５号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案第81号 平成27年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議

案第85号 平成27年度小野町水道事業会計補正予算（第３号）まで５議案についてお諮りいたします。 

  本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第81号から議案第85号までの５議案については、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第８６号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第９、議案第86号 平成26年度小野町水道事業剰余金の処分についてを議題といた

します。 

  議案に対する討論を行います。 

  議案第86号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第86号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８６号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第86号 平成26年度小野町水道事業剰余金の処分についてお諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第86号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８７号及び議案第８８号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第10、議案第87号 小野町個人番号の利用に関する条例について及び日程第11、議

案第88号 小野町地区集会施設設置及び管理に関する条例について、２議案を一括して議題といたします。 

  議案に対する討論を行います。 

  議案第87号及び議案第88号の２議案を一括討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第87号及び議案第88号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第８７号及び議案第８８号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第87号 小野町個人番号の利用に関する条例について及び議案第88号 小野町地区集会施設設置及び管

理に関する条例についての２議案についてお諮りいたします。 

  本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第87号及び議案第88号については、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８９号及び議案第９０号の討論 

○議長（村上昭正君） 日程第12、議案第89号 小野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について及び日

程第13、議案第90号 小野町税条例等の一部を改正する条例について、２議案を一括して議題といたします。 

  議案に対する討論を行います。 

  議案第89号及び議案第90号の２議案を一括討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第89号及び議案第90号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８９号及び議案第９０号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第89号 小野町個人情報保護条例の一部を改正する条例について及び議案第90号 小野町税条例等の一

部を改正する条例についての２議案についてお諮りいたします。 

  本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第89号及び議案第90号については、それぞれ原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９３号の討論 
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○議長（村上昭正君） 日程第14、議案第93号 田村広域行政組合規約の変更についてを議題といたします。 

  議案に対する討論を行います。 

  議案第93号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第93号の討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９３号の採決 

○議長（村上昭正君） 議案の採決を行います。 

  議案第93号 田村広域行政組合規約の変更についてお諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第93号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願・陳情の採択、不採択の決定 

○議長（村上昭正君） 日程第15、請願・陳情の採択、不採択の決定を行います。 

  陳情第５号 公立小中学校の教職員数の充実・確保のための意見書の提出を求める陳情書については、採択

とする総務文教常任委員会委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、陳情第５号については、採択と決定いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎特別委員会委員長の中間報告 

○議長（村上昭正君） 日程第16、特別委員会に付託中の事件について、会議規則第47条第１項の規定により、

この際、中間報告を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 
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  したがって、特別委員会の中間報告を求めることに決定いたしました。 

  初めに、企業対策特別委員会の報告を求めます。 

  企業対策特別委員会委員長。２番、吉田康市委員長。 

〔企業対策特別委員会委員長 吉田康市君登壇〕 

○企業対策特別委員会委員長（吉田康市君） 平成27年小野町議会定例会12月会議において、企業対策特別委員

会の活動についての中間報告を申し上げます。 

  去る10月27日、28日の２日間にわたり、村上議長、鈴木副町長、企画政策課長にご同行をいただき、当特別

委員会の行政調査、企業訪問を実施いたしました。 

  福島県名古屋事務所においては、関場所長より、東海地区の経済動向、企業誘致の取り組み状況、近年の福

島県内への企業誘致実績等について説明を受けました。 

  同地区は、すそ野の広い自動車産業により経済活動が支えられておりますが、近年では、東北地区でも生産

拠点が操業されていることから、今後も２次、３次の下請的関連企業の進出も考えられるため、小野町への企

業誘致に向け、引き続きの協力要請、情報提供を要望して参ったところであります。 

  次に、イハラ建成工業株式会社静岡事業所を訪問し、企業を取り巻く状況などについて、意見交換を行った

ものであります。 

  市川専務、川嶋工場長等より事業概要と生産工程等について説明を受け、あわせて工場内を見学いたしまし

た。今後、小野事業所の設備投資、生産工程の拡充に向けた検討も進めたいとのことでありましたが、従業員

や水源の確保など課題もあるため、当委員会側でも立地町として町とともに所要の支援をして参りたい旨をお

伝えして参りました。 

  以上が、行政調査、企業訪問の概要でありますが、小野町まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、企

業誘致、創業支援など企業育成に関する施策が掲げられており、人口減少対策、地域経済活性化のためにも、

引き続き、企業誘致と既存企業の育成に精力的に取り組む必要があることを申し添え、委員会の活動報告とい

たします。 

○議長（村上昭正君） 次に、公共施設建設等調査検討特別委員会の報告を求めます。 

  公共施設建設等調査検討特別委員会委員長。10番、佐 登委員長。 

〔公共施設建設等調査検討特別委員会委員長 佐  登君登壇〕 

○公共施設建設等調査検討特別委員会委員長（佐  登君） 平成27年小野町議会定例会12月会議において、公

共施設建設等調査検討特別委員会の活動内容について、中間報告をいたします。 

  初めに、10月５日に特別委員会を開催し、昨年設置された小野町公共施設等整備検討委員会から町執行部に、

各公共施設の整備に関する提言が行われたため、その内容について各担当課長から説明を受けました。 

  認定こども園に関しては、最終提言であり、以外の保健センター、温浴・交流複合施設、役場庁舎に関して

は中間提言というものでありました。各議員から提言の内容について質疑を行いました。 

  次に、11月24日、所管事項の調査・検討のため、宮城県大河原町への行政調査を実施いたしました。 

  今般の行政調査は、４つの福祉機能を有した複合施設として、平成26年度から供用開始した世代交流いきい

きプラザについて、施設整備に至るまでの経過並びに活用状況等に関する調査を行ったものであります。 



－11－ 

  この施設は東日本大震災により地域の集会施設が被災したため、検討段階にあった子育て支援センター機能

と放課後児童クラブを複合化した児童福祉施設に集会施設機能を併設した施設として整備されました。 

  施設の活用状況は、放課後児童クラブや育児相談など様々な子育て支援事業を実施しているほか、世代間交

流の場としても利用されており、利用者数は増加傾向にあるとのことでした。 

  以上、特別委員会活動の中間報告といたします。 

  最後に、これまで特別委員会では、町が調査検討を進める４つの公共施設整備を中心に、様々な視点から協

議を重ね、更には、町執行部に対し提言を行って参りました。 

  町では、今後更に、認定こども園を初め、各公共施設の整備に向けた作業、または、検討を進めていくもの

と思います。 

  ぜひ、町全体の総合的な土地利用計画のもと、施設のソフト面及びハード面ともに町民のニーズに対応した

施設の整備に努められますよう申し添え、委員長報告といたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎特別委員会委員長の中間報告に対する質疑 

○議長（村上昭正君） 特別委員会委員長の中間報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、委員長報告に対する質疑を終わります。 

  暫時休議といたします。 

  これより、追加議事日程の資料を配付いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 １時５９分 

 

○議長（村上昭正君） 資料の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） なければ再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第７号の上程、説明 
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○議長（村上昭正君） 追加日程第１、議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例についてを議題と

いたします。 

  本案は、議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例について、９番、遠藤英信議員の説明を求めます。 

  ９番、遠藤英信議員。 

〔９番 遠藤英信君登壇〕 

○９番（遠藤英信君） 議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例について、地方自治法第112条の

規定により、下記のとおり提出する。 

  平成27年12月９日提出。 

  提出者、遠藤英信、賛成者、籠田良作、同じく久野峻、同じく宇佐見留男、同じく宗像芳男、同じく吉田康

市の各議員であります。 

  提案理由。 

  近年、社会全体の傾向として深く考察する力や自分の思いを言葉で伝える力の低下が懸念されており、この

ことに危機感を募らせる人々も少なくなく、このような背景から、平成13年には子供の読書活動の推進に関す

る法律が制定された。 

  また、文化庁の平成25年度国語に関する世論調査の結果によると、１カ月に本を１冊も読まないと回答した

割合が47.5％であった。年代に関係なく、読書離れの傾向にある。 

  図書や新聞に親しむことは、人生を豊かに生きる上で大切なものであり、文化的で豊かな社会の構築に寄与

するものである。 

  当町においても、図書や新聞に親しむことができる環境整備に努め、読書や新聞の閲覧を通じて言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、町民一人ひとりの心豊かな生活及び活力ある社会の実現を目指す必要がある。 

  ついては、町民が図書や新聞に親しむ活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、町の責務並びに家庭、

学校等及び地域における取り組みを推進するため、小野町図書・新聞に親しむ条例の制定を提案するものであ

る。 

  以上であります。 

  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第７号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 
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  したがって、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第７号の討論 

○議長（村上昭正君） 続いて討論を行います。 

  議員提出議案第７号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第７号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案の採決を行います。 

  議員提出議案第７号 小野町図書・新聞に親しむ条例についてお諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議員提出議案第７号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第８号の上程、説明 

○議長（村上昭正君） 追加日程第２、議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意

見書を議題といたします。 

  本案は、議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書について、６番、籠田良作議員

の説明を求めます。 

  ６番、籠田良作議員。 

〔６番 籠田良作君登壇〕 

○６番（籠田良作君） 議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書について、

小野町議会会議規則第14条の規定により、下記のとおり提出する。 

  平成27年12月９日提出。 



－14－ 

  提出者、籠田良作、賛成者、遠藤英信、同じく久野峻、同じく宇佐見留男、同じく宗像芳男、同じく吉田康

市の各議員であります。 

  提案理由。 

  ことしの10月26日に、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は、「少子化の進展により子供の数とク

ラス数の減少見込みに応じて、平成36年度までに教職員定数を約３万7,000人減らせる」という内容の、教職

員定数のベースライン（案）を公表した。 

  一方、この案に対し、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は「教職員定数の機械的な削減ではな

く、多様な教育課題や地域のニーズに応じた確固たる教育活動を行うために必要な教職員数を戦略的に充実・

確保すべきである」との緊急提言を行った。 

  現在、公立小中学校では、授業だけでなく生活指導・進路指導など様々な個別指導を行い、その比重は増し

ている。また、特別な支援を必要とする子供の増加など、学校現場が抱える課題は多様化している。今後も、

子供たち一人ひとりに対応した教育を推進し、保護者を初めとする地域住民からのニーズに応えるためにも、

教職員数の充実・確保を図ることが必要である。 

  ついては、子供たちへのきめ細やかな指導を維持・向上させるために、公立小中学校の教職員数の充実・確

保を求めるため、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣のほか、関係大臣に意見書を提出する。 

  以上であります。 

  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第８号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第８号の討論 

○議長（村上昭正君） 続いて討論を行います。 

  議員提出議案第８号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、討論を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員提出議案第８号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案の採決を行います。 

  議員提出議案第８号 公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書についてお諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議員提出議案第８号については原案のとおり可決されました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議の宣告 

○議長（村上昭正君） これで、定例会12月会議に付議された事件は全て終了いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（村上昭正君） それでは、定例会12月会議の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本定例会は平成27年度各会計補正予算、条例の新規制定、一部改正、人事案件など、いずれも重要案件の審

議でありましたが、７日間にわたり熱心なるご審議を賜りまして、全議案議了することができました。 

  また、今任期最後となる一般質問におきましては、３名の議員が登壇され、一般行政、教育行政など町政各

般における質問が行われました。 

  今定例会における各議員のご精励に対しまして、議長として本席より厚く御礼を申し上げます。 

  さて、年末に当たり、本年１年間を振り返りますと、比較的天候に恵まれ、大きな災害発生もなく、合併60

周年を記念しての各種イベントや記念事業も盛会に開催されました。 

  また、町の将来を見据えた戦略づくり、公共施設整備に向けた計画づくりの年でもありました。町執行部職

員各位の尽力に対し、改めて敬意を表しますとともに、引き続き様々な角度より幅広い検討と議論により、ぜ

ひともスピード感を持って、各種施策の実現を図られるようお願いしたいと存じます。 

  任期４年間を振り返りますと、震災復興と除染、少子高齢化や人口減少対策など、町政を取り巻く環境も非

常に厳しい時代でありましたが、除染の完了、小町アイスバーガーや農作物の６次化産品の誕生、町内児童生

徒や各市町村対抗での小野町チームの活躍など、明るい話題も徐々にふえて参りました。 
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  議会におきましても、議員各位のご理解をいただき改革の柱でもあります通年議会の導入や、議員議会報告

会、意見交換会などの開催なども、数多く開催することができました。ここに改めて、町執行部、各委員から

いただきましたご理解とご協力に対しまして、衷心より御礼を申し上げます。 

  結びに、来るべき新年が町民の皆様方にとりまして、幸多き年になることを祈念いたしますとともに、ご参

会の皆様方におかれましてもご自愛の上、新しい年を迎えられますことをご祈念申し上げまして、本定例会の

閉会の挨拶といたします。 

  ご精励、大変ご苦労さまでございました。 

  では、本当に早いもので任期４年がもう１カ月と少しで終わるというようなことであります。至らない議長

でありましたけれども、本当にまだ任期はありますが、定例会の最後というようなことで、改めて皆様方にご

指導いただきましたことを御礼を申し上げて閉会の挨拶とさせていただきたいと思います。 

  大変４年間お世話になり、ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（村上昭正君） この際、町長から発言があれば、これを許します。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 平成27年小野町議会定例会12月会議の閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 

  その前に、昨夜、大字小戸神字南内地内で発生いたしました火災によりまして、とうとい２名の命が失われ

てしまいました。痛恨のきわみでございます。亡くなられたお二人の方に衷心よりお悔やみを申し上げますと

ともに、ご遺族関係各位にもお見舞いを申し上げるところでございます。 

  今定例議会には、平成27年度各会計補正予算案件６件、剰余金の処分案件１件、条例制定案件２件、条例の

一部改正案件２件、人事案件２件、規約変更案件１件、合計14案件をご提案申し上げましたところであります

が、議員の皆様には、連日慎重ご審議の結果、ご議決を賜りまして、まことにありがとうございました。 

  ３名の議員の皆様からの、一般質問での多岐にわたるご質問やご提案、また、審議の過程でいただきました

議員各位からのご意見、ご指導に対しましては、趣旨を十分に踏まえ、今後の町政運営に努めて参る所存であ

ります。 

  平成27年も残すところあとわずかになりましたが、原発事故からの確かな復興、活気あふれる元気なまちづ

くりのため、これからも引き続き「笑顔とがんばりの町」のキャッチフレーズのもと、事業遂行に邁進して参

りますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  最後に、議員各位におかれましては、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故への対応、更には復興に

向けたオール小野町での取り組みにおいて、多大なるご協力とご尽力をいただきましたことについて、厚く御

礼を申し上げるとともに、４年間にわたるご精励に対し、改めて敬意を表します。 
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  ことしは、リオオリンピックがある年でございます。今後、ますますのご活躍、ご健勝をお祈り申し上げ、

簡単ではありますが、閉会に当たっての御礼のご挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（村上昭正君） 本日の会議はこれをもって散会といたします。 

 

散会 午後 ２時１７分 

 

 


